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研究ノート

要旨：本研究では、少子高齢化が進行する日本の深刻な問題である高齢者介護について、介護サービスに従事する従
業員の不足感の対応策を得るために、「介護の業務分析」「介護の機能分化（機能分析）」、「介護の職務分析」につい
ての先行研究レビューをおこない、介護における業務内容の分析とその階層化および評価方法について概観した。
　介護業務の担い手には、外国人を含めて多くの様々な力量を持つ人が関わるようになっているが、一方で、介護業
務それ自体もニーズの多様化もあり、業務執行の内容には、難易度や多様性が大きく広がり、一律の業務執行では対
応が難しくなっている。
　その為、業務内容の分析を、職務内容と階層性を考慮しつつ整理し、仕事を依頼する時に、マニュアルとしての内
容も含め、一定の書類として提示して具体的な内容を確認する必要がある。
　また労務管理システムの合理化も含め、介護業務の様々な分担が可能になると共に、特定業務を担える人は増える
ので介護業務への就労者を増やすこともできる。
　この程度の業務分析は、一般企業では当たり前だが、介護では、まだ一部企業系介護施設等でしか行われておら
ず、一般化もされていない。
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１．はじめに
平成29年度に実施した「事業所における介護労働

実態調査」、「介護労働者の就業実態と就業意識調
査」の結果によると、従業員の過不足状況は、介護
サービスに従事する従業員の不足感（「大いに不足」
＋「不足」＋「やや不足」）は66.6％（62.6％）であ
り、「適当」は33.0％（37.0％）であった。
なお（）内は、平成28年度のデータであり、平成

25年以降、４年連続して不足感が増加している。�１）

我が国の総人口は、2017（平成29）年10月１日現
在、１億2,671万人となっている。65歳以上人口は、
3,515万人となり、総人口に占める割合（高齢化率）
も27.7％となった。�２）

少子高齢化が進行する日本においては、高齢者介
護の問題は深刻である。同様に他の業種でも人手不
足が深刻化している。
2018年の人手不足倒産の件数は 153件（前年比 

44.3％増）となり、調査を開始した 2013 年以降で最
多を更新し、人手不足が企業活動に与える影響は一
段と強まっている（帝国データバンク「『人手不足倒
産』の動向調査（2013～18 年）」）。�３）

現在、各業種によって、様々な角度から人員不足
への対策を打ち出し始めている。コンビニエンスス
トアや飲食店では、営業時間の見直しを行ってい
る。宿泊施設の受付やスーパーマーケットの会計に
ついては、ロボット技術を活用して、業務の一部の
無人化を試みている。介護サービスについては、慢
性的に人員不足感があるが、具体的な人員不足対策
として、『介護現場革新会議 基本方針 ～介護職員と
介護サービス利用者のための「介護現場革新プラ
ン」～』が公表された。
内容は「（１）人手不足の時代に対応したマネジメ

ントモデルの構築
（ア）業務の洗い出しと切り分け・役割分担
○ 介護業務は、利用者の心身の状況や有する能力
に応じて日常生活が維持できるよう支援を行うもの

であり、その業務は食事介助、入浴介助、排泄ケア、
口腔・栄養ケア、機能訓練、看取りから見守り、利
用者及びご家族とのコミュニケーションや傾聴など
多岐にわたる。
○ サービスの質の維持・向上を図りつつ、人手不

足に対応するためには、まずは、各介護現場におい
て、管理者及びすべての職員の間で、議論や勉強会
を行い、自分たち職員のために、そして何よりも
サービス利用者のために、業務の洗い出し、切り分
け・役割分担の明確化を行った上で、元気高齢者の
採用やロボット・センサー・ICTの活用に取り組ん
でいくことについて合意形成を図ることが必要であ
る。」�４）とされている。
適切な業務を分析することにより、介護サービス
に従事する従業員の不足感および多忙の原因が明確
化し、改善策を得られる可能性および人材の確保に
も繋がるのではないかと考えられる。

２．研究目的
本研究では、介護業における業務内容の分析とそ
の階層化について概観する。
また、介護における業務分析の現状と課題につい
て考察するものである。

３．研究方法
１．研究方法：介護業種における「業務分析」、「機
能分化（機能分析）」、「職務分析」に関する方法に
ついて、信頼出来る内容の資料および報告書に対
してレビューをおこなった。

４．介護における業務分析の現状
福祉・介護人材確保対策等について、福祉・介護
人材確保対策の推進の一つとして、『人材育成等に
取り組む事業所の認証評価制度実施事業の推進につ
いて
人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度につ

　慢性的な従業員の不足感の原因が明確化されないままに進行されていると考えられるが、適切な業務を分析するこ
とにより、従業員の不足感および多忙の原因が明確化し、改善策を得られる可能性および行う業務に対して、才能が
あり、役に立つ人や有能な人物（以下、人材）の確保にも繋がるのではないかと考えられる。

キーワード：機能分化（機能分析）、職務分析、業務分析、介護、評価基準
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いては、事業所自らが行っている人材育成や人材確
保に向けた取組の「見える化」を図ることにより、
働きやすい環境の整備を進め、業界全体のレベル
アップとボトムアップを推進するとともに、介護職
を志す者の参入や定着の促進に資するものと考えて
いる。
地域医療介護総合確保基金では、事業所の認証評

価制度の運営に要する経費として、評価基準の設計
や評価事務、事業の周知などに係る費用を支援して
いる。
当該事業に取り組む都道府県は徐々に増えてきて

はいるものの、多くの都道府県では取り組まれてい
ないことから、今後、全ての都道府県で認証評価制
度の導入を進め、人材育成等に積極的な事業所の横
展開を図るため、認証評価制度の普及に向けたガイ
ドラインの策定を予定している。』�５）とされている。
また、「介護職機能分化等推進事業」の活用につい

て」として、『生産年齢人口の減少が本格化していく
中、限られた人材で、多様化、複雑化する介護ニー
ズに対応するためには、介護職員のキャリア、専門
性に応じた機能分化や多様な人材によるチームケア
の実践等が必要であり、平成 31 年度予算（案）に
おいては、介護職員のキャリア・専門性に応じた機
能分化や介護助手等多様な人材によるチームケアの
実践等を通じて、介護人材の参入環境の整備を推進
する「介護職機能分化等推進事業」を新設している。
本事業の実施主体は、都道府県、指定都市、中核

市、都道府県等が認めた団体（以下、本項において
「都道府県等」という。）であり、・ 地域の特性を踏ま
え介護助手等多様な人材を呼び込み、OJT 研修等に
より育成する取組・ 介護職員のキャリア、専門性に
応じた機能分化による多様な人材によるチームケア
の実践（介護福祉士等専門性の高い人材が能力を最
大限発揮する仕組の構築、利用者の満足度の維持・
向上、多職種連携、その他必要な環境整備）・ 一連の
実践を踏まえた効果の検証、更なる改善点の検討を
行い、都道府県等において分析を行い国へ報告して
いただくものである。
国においては、事業による成果を評価・整理し、

全国にわかりやすく周知を図ることとしている。
各都道府県、指定都市、中核市におかれては、本

事業の積極的な活用を検討されたい。』�５）とされて

いる。
『介護現場革新会議 基本方針 ～介護職員と介護
サービス利用者のための「介護現場革新プラン」～』
にて公表された「人手不足の時代に対応したマネジ
メントモデルの構築�４）」について、「① 各介護現場
における業務を洗い出した上で、② 業務の切り分け
と役割分担の明確化を行うこととなる。
具体的には、職場環境の整理・整頓、清掃、清潔、
しつけ（５S）の実施状況を確認した上で、タイム
スタディの実施や、因果関係図などを活用した現場
の課題の見える化（スマートフォンのアプリを用い
た方法などでも可）を行い、他の施設や事業所の先
行例を参考に、それぞれの現場の実情を踏まえた業
務の切り分けと役割分担の明確化を行う。
例えば、業務を
・経験・技能を有する専門職が行うべきもの
・他の専門職が行うべきもの
・専門職でない職員が行えるものに分類する。
その後、それらに応じた人材の配置やシフト表の
作成、採用などを進めていくことが考えられる。」�４）

となっている。
人材確保について、都道府県の役割として「雇用
情勢を踏まえ、介護人材の需給状況や就業状況を把
握するとともに介護人材に対する研修体制の整備、
経営者や関係団体等のネットワークの構築など、広
域的な視点に立って、市区町村単位では行うことが
難しい人材確保の取組を進めていく役割がある。」�５）

と共に『こうしたことから、「介護保険事業（支援）
計画の進捗管理について」（平成30 年７月30 日厚生
労働省老健局介護保険計画課長通知）において、「介
護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」内で
人材の確保に係るPDCAサイクルの取組例が示され
ており、具体的には、「取組と目標に対する自己評価
シート」を掲載し、介護人材の確保に係る定量的な
目標設定や当該目標の達成状況の点検・評価の実施
の具体例が示されているので、各都道府県におかれ
ては、同手引きを活用の上、進捗管理を適切に行わ
れたい。』�５）と都道府県に対して分業となっている。
公益財団法人東京都福祉保健財団から TOKYO働

きやすい福祉の職場宣言事業として、「働きやすい
福祉の職場ガイドライン」が示されている。
「ガイドラインは、採用、人材育成、仕事の評価と
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処遇、ライフ・ワーク・バランス、職場環境・風土
に関する分野の17項目で構成され、項目ごとに達成
に向けた取組内容を具体的に提示することで、働き
やすい職場づくりに向けた取組の進捗状況が客観的
に判断できる。』�６）となっている。
公益財団法人東京都福祉保健財団の「働きやすい

福祉の職場ガイドラインの項目」を表１に示す。
具体的には、『ガイドラインの項目ごとに達成に

向けた取組を示し、これらの取組がすべて行われて
いる場合（上記の表の場合、①から③の取組すべて
を実施している場合）、当該項目は「達成」となりま
す。』�６）となっている。
「１ 採用に関する項目」内の「１ 運営方針・理念
を明文化している」のガイドラインの項目と達成に
向けた取組例を表２に示す。
その他、現在、「業務分析」、「機能分化（機能分

析）」、「職務分析」の方法については、介護以外の業
種も含めて、厚生労働省の政策の「雇用・労働」分
野にて、「人材開発」として、複数の内容があり、「職
務分析・職務評価導入支援サイト」と「職業能力評

価基準ポータルサイト」が公開されている。
必要な資料は、使用が可能となっている。
「パートタイム労働者の能力をより有効に発揮し
てもらうための方法」として、厚生労働省の「職務
分析・職務評価導入支援サイト」より、「職務分析実
施マニュアル�７）」が作成されている。
パート社員に能力を発揮してもらうためのポイン
トとして、下記３つを示し、留意して待遇の決定を
おこなうことが示されていた。
①働きや貢献に見合った待遇にする
②パート社員と正社員を均衡待遇とする
③パート社員への説明責任を果たす
「業務分析」として、職務の内容を明確にすると共
に、結果をまとめ、職務の内容と責任の程度を明ら
かにした「職務説明書」を示せば、職務の内容を考
慮した根拠のある待遇であることを説明できるとさ
れている。
メリットは、下記２点である。
①他のパート社員や、正社員との比較が容易にな
り、パート社員から職務の内容や待遇について

表１　働きやすい福祉の職場ガイドラインの項目

表２　ガイドラインの項目と達成に向けた取組例

出典 : 公益財団法人 東京都福祉保健財団

出典 : 公益財団法人 東京都福祉保健財団

ガイドライン項目 達成に向けた取組

１ 運営方針・理念を明文化している

①運営方針・理念を策定し、明文化している

②職員に公表し、周知を図っている

③求職者に公表し、周知を図っている
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説明を求められたとき、分かりやすく説明でき
ます。

②パート社員の採用に当たり、どのようなスキル
や経験を持った人に、どのような仕事を、どの
程度の責任をもって実施してもらいたいか、と
いうことが明確になります。

「職業能力評価基準ポータルサイト」には、サービ
ス業内、ホテル業等と共に、介護に関して「在宅介
護業�８）」と「施設介護業�９）」の職業能力評価基準が
公開されている。
介護以外の業種の「業務分析」、「機能分化（機能

分析）」、「職務分析」の方法について、労働省により
「職務分析・職務評価導入支援サイト」あり、「キャ
リアマップ、職業能力評価シート導入・活用マニュ
アル 在宅介護業の人材育成のために�10）」が作成され
ていた。
図１は、「在宅介護業における職業能力評価の仕
組み作りをめざして～「在宅介護業」における “職
業能力評価基準 ”（改訂版）�11）」在宅介護業のキャリ
アマップである。
キャリアマップより作成された、在宅介護業の

「OJTコミュニケーションシート」および「事業所状

出典 : 厚生労働省

図１　キャリアマップ（在宅介護業）改訂版

表３　「OJT コミュニケーションシート」および「事業所状況把握シート」のダウンロード一覧

職種・職務
OJTコミュニケーションシート （参考）�

職種別一覧
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

介護サービス事業�
管理（事業所）

OJTシート�
事業管理 .L２

OJTシート�
事業管理 .L３

OJTシート�
事業管理 .L４

事業所シート�
（事業管理）

訪問介護サービス OJTシート�
訪問介護 .L１

OJTシート�
訪問介護 .L２

OJTシート�
訪問介護 .L３

事業所シート�
（訪問介護）

通所介護サービス OJTシート�
通所介護 .L１

OJTシート�
通所介護 .L２

OJTシート�
通所介護 .L３

事業所シート�
（通所介護）

訪問入浴サービス OJTシート�
訪問入浴 .L１

OJTシート�
訪問入浴 .L２

OJTシート�
訪問入浴 .L３

事業所シート�
（訪問入浴）
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況把握シート」の一覧の内容を、表３に示す。
図２は、在宅介護業、訪問介護および通所介護の

入浴介助のレベル１の職業能力評価基準である。
ICTの活用については、看護や飲食接客業�では先
行されている部分がある。
看護では、ワイヤレスセンサネットワーク層を構

築し、両腕・腰・胸ポケットに加速センサを装着す

るなどして、業務支援を試みた報告があった。�12）

飲食接客業では、高精度の位置情報のセンシング
事例として、店舗内の位置把握から分析の一環とし
て、飲食店の従業員にセンサを取り付け、店舗内の
位置、移動を可視化して収集したデータのシミュ
レーションに基づいて改善策を実施することで、飲
食店の経営改善をもたらした報告があった。�13）

出典 : 厚生労働省

図２　職業能力評価基準（在宅介護業）
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５．考察
介護業務の担い手には、外国人を含めて多くの

様々な力量を持つ人が関わるようになっているが、
一方で、介護業務それ自体もニーズの多様化もあり、
業務執行の内容には、難易度や多様性が大きく広が
り、一律の業務執行では対応が難しくなっている。
その為、業務内容の分析を、職務内容と階層性を

考慮しつつ整理し、仕事を依頼する時に、マニュア
ルとしての内容も含めた、一定の書類として提示し
て具体的な内容を確認する必要があると考えられる
と共に、人材確保について、今回、新たな取組例に
「取組と目標に対する自己評価シート」が示されて
いるが、新たな都道府県の役割として、都道府県に
対して分業となっている部分も含め、既に公表され
ている「パート対応を含めた職務分析マニュアル」
及び「職業能力評価基準ポータルサイト職業能力評
価基準」との関連が見出せていない状況ではないか
と考えられる。
職務評価サイトについては、在宅介護業の訪問介

護、通所介護、訪問入浴の入浴業務の評価表を比較
した結果、訪問介護と通所介護で同一の評価方法で
あった。
また、レベル分けを行ったにも関わらず、同一の

評価シートである項目も存在していたが、責任の範
囲を加え、活用次第では、労務管理システムの合理
化も含め、介護業務の様々な分担が可能になると共
に、特定業務を担える人は増えるので、外国人およ
び介護助手も含んで対応可能になり、介護業務への
就労者を増やすこともできる。
この程度の業務分析は、一般企業では当たり前だ

が、介護では、まだ一部企業系介護施設等でしか行
われておらず、一般化もされていない。
慢性的な従業員の不足感の原因が明確化されない

ままに進行されていると考えられるが、適切な業務
を分析することにより、従業員の不足感および多忙
の原因が明確化し、改善策を得られる可能性および
行う業務に対して、人材の確保にも繋がるのではな
いかと考えられる。

６．今後と研究の限界
介護業における業務内容の分析とその階層化及び

業務分析の現状と課題について調査したが、人材確

保に向けた、３つの対応策が個々に活動しているの
ではないかと考えられる。
「福祉基盤課福祉人材確保対策室」、「職務分析実
施マニュアル」、「職業能力評価基準」における個々
の効果を実際の人材確保に活用することを今後の課
題としたい。
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